
立山町小規模事業者省エネ・省力化推進事業補助金 

交付申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 1 趣旨                                                          

  立山町ではエネルギー価格等の物価高騰の影響を受ける町内小規模事業者の負担軽減と生産性向上のため、

省エネ機器や省力化に対応するソフトウェア等の導入経費の一部を補助します。 

 2 補助対象者                                                          

 （１）補助対象者 

  店舗、事業所、工場その他事業の用に供する施設（以下「事業所等」という。）を町内に有する小規模事業者 

  （中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第５項に規定する小規模企業者） 

   ≪小規模事業者の範囲≫ 

業種 常時使用する従業員数 

製造業・その他 20人以下 

商業・サービス業 ５人以下 

 

 （２）補助対象外となる者 

  ・個人事業主、株式会社、合名会社（仕業法人含む。）、合同会社、合資会社及び有限会社以外の者 

   例）社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人・財団法人、公益社団・財団法人、 

    学校法人、農事組合法人 

  ・町税を滞納している者 

  ・立山町の他の補助金の交付を受けている者又は受ける予定の者 

  ・暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者 

  ・性風俗関連特殊営業を営む者 

  ・公序良俗に反する事業を行っている者 

  ・事業活動に必要な許認可等を取得していない者 

  ・町長が不適当であると認める者 

  

※ すでに契約、発注、支払等を行っている事業は、補助対象となりません。 

※ 補助金の申請に当たっては、本手引きを必ずご確認のうえ、提出書類の不足や添付漏れがないよう十分

ご確認ください。 

【申請期間】 

令和８年７月15日（水）～12月28日（月） 

 注1）令和８年12月31日（木）までに事業が完了するものに限ります。 

 注2）申請期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。 

 注3）補助金の交付は、１小規模事業者につき１回限りです。 

 

R8.6 



 ３ 補助対象事業等                                                          

■共通要件■ 

 ・令和８年12月31日までに補助対象事業が完了すること。 

  ※事業の完了とは、補助対象事業に係る設備等の入替・導入、経費支払のすべてを終えることを指します。 

 ・補助対象経費の合計額が５万円以上であること。 

  なお、複数の省エネルギー設備の更新又は省力化システムの導入に係る経費を合算することができる。 

 ・補助対象事業者自らが施工又は導入等を行うものではないこと。 

 ・国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した後の額を補助対象経

費とする。 

  

（１）省エネ設備（既存設備から更新する省エネ設備の導入） 

区  分 

種  別 要  件 

業
務
用 

高効率空調 

業務用給湯器 

冷凍冷蔵設備 

資源エネルギー庁が実施する令和７年度補正予算「省エネルギー

投資促進支援事業費補助金」において、ユーティリティ設備とし

て登録及び公表されている設備 

家
庭
用 

エアコン 
(1)統一省エネラベル２つ星以上 かつ 

(2)省エネ基準達成率（目標年度2027）が100％以上 

エコキュート 

(1)日本産業規格JIS C 9220に基づく年間給湯保温効率又は年間

給湯効率が3.0以上。ただし、タンク容量550リットル以上の

ものは2.8以上、寒冷地仕様のものは2.7以上 かつ 

(2)省エネ基準達成率（目標年度2025）が100％以上 

エコジョーズ 

エコフィール 

(1)熱効率が94%以上 かつ 

(2)省エネ基準達成率（目標年度2025）が100％以上 

ハイブリッド給湯器 ヒートポンプ及びエコジョーズを組み合わせたもの 

LED照明器具 省エネ基準達成率（目標年度2020）が100％以上 

LED電球 省エネ基準達成率（目標年度2027）が100％以上 

対象要件 

・既存設備を更新する事業であること 

・導入する設備が未使用品であること 

・設備の販売又は施工を行う者が、町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有す

る個人事業者であること 

補助対象経費 設備の購入、運搬、設置工事及び既設設備の廃棄に要する経費 

  ・［ユーティリティ設備］検索サイト https://sii.or.jp/setsubi07r/search/ 

  ・［省エネ型製品］検索サイト https://seihinjyoho.go.jp/index.html 

 

 （２）省力化システム（業務効率化や生産性向上につながるソフトウェアの導入） 

区  分 ソフトウェア 

対象要件 

(1) 中小企業庁が実施する令和７年度補正予算「デジタル化・AI導入補助金」におい

て、ITツールとして登録及び公表されているソフトウェア 

(2) 新規導入であること（更新を除く） 

補助対象経費 ソフトウェア購入費  ※月額使用料、導入設定費、保守料は対象外 

  ・［ITツール］検索サイト https://it-shien.smrj.go.jp/search/ 



 ４ 補助率・補助金額                                                          

 （１）補助率 

  補助対象経費の２分の１（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

 

 （２）補助金額 

  上限20万円 

 

 5 手続きの流れ                                                 

 

 申請者が行うこと  
 

 町が行うこと  

    
 

    

①見積書の取得・申請書作成  
    

         

②補助金の申請（令和 8年12月 28日締切） 
 

補助金の交付決定通知（②の受付後随時） 
    

 ※交付決定通知より前に事業に着手された場

合は、補助対象外となります。 ③補助事業の実施、実績報告書作成           

④実績報告 

 

補助金の額確定通知（④の受付後随時） 

    
 

    

⑤補助金の請求 
 

補助金の支払 

 

  ※ 交付決定後に申請内容を変更する場合は、事前に変更申請を行い、町の承認を受けてください。 

 

 ６ 申請方法                                                          

 （１）提出書類 

  ア．交付申請（着手前） 

提出書類 備 考 

①補助金交付申請書（様式第１号） 町ホームページからダウンロード 

②補助対象経費が分かる書類 見積書等の写し 

③省エネルギー設備又は省力化システムの内容及び

性能を確認することができる書類 
カタログ、仕様書、Webサイトの掲載内容 等 

④使用場所の位置図及び配置予定図 － 

⑤営業実態が確認できる書類 直近の登記事項証明書又は確定申告書の写し等 

⑥更新前の状況が確認できる写真 

 （省エネルギー設備の更新を行う場合のみ） 
－ 

 

 

 

 

 



  イ．変更申請（申請内容を変更する場合） 

提出書類 備 考 

①変更承認申請書（様式第３号） 町ホームページからダウンロード 

②変更内容を確認できる書類 見積書等の写し 

  ※変更申請が不要な場合※ 

・補助対象経費の20％以内の減額を伴う変更 

・補助目的に影響を及ぼさない事業計画の軽微な変更 

 

  ウ．実績報告（事業完了の日の翌日から起算して１月を経過する日又は令和９年１月 15日のいずれか早い日） 

提出書類 備 考 

①補助金実績報告書（様式第５号） 町ホームページからダウンロード 

②補助対象経費の支払を確認できる書類 領収書等の写し 

③省エネルギー設備又は省力化システムの内容及び

補助対象経費の内訳を確認できる書類 
工事内訳明細書、契約書、保証書、仕様書等の写し 

④更新又は導入後の状況が確認できる写真その他の

書類 
 

 

  エ．請求 

提出書類 備 考 

①請求書（様式第８号） 町ホームページからダウンロード 

②振込先の通帳の写し等 
(｢金融機関名｣｢支店名｣｢預金種別｣｢口座番号｣｢口座

名義人(ﾌﾘｶﾞﾅ)｣が読み取れるもの 

 

 （２）申請先 

「ア．交付申請」             →立山舟橋商工会 Tel076-463-1221（平日９時～17時） 

「イ．変更申請」「ウ．実績報告」「エ．請求」→立山町商工観光課 Tel076-462-9970（平日８時半～17 時 15分） 

 

 ７ 消費税および地方消費税の取扱いについて                                                          

  補助対象経費は、当該補助事業に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額を除いた金額を記載すること。 

  ただし、交付申請書及び実績報告書の提出時点で仕入控除税額が確定していない場合は、消費税を含む金額

（税込額）で記載することができる。この場合、確定申告により仕入控除税額が確定した後、速やかに消費税

等仕入控除税額確定報告書（様式第６号）を提出すること。 

 

  ※ 補助金は、消費税法上の課税対象となる売上収入ではなく「特定収入」に該当します。このため、補助

対象経費に含まれる消費税について仕入税額控除を受けた場合は、その控除額に相当する補助金を返還し

ていただく必要があります。 

 

 

 立山町商工観光課商工労働係   TEL：076-462-9970 


